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1-1 社会資本整備総合交付金の概要

② 社会資本整備総合交付金の対象事業（住宅分野）

【基幹事業】社総金交付要綱 第６第一号

地域住宅計画に基づく事
○公営住宅整備事業等
１．公営住宅整備事業
２．地域優良賃貸住宅整備事業
３．公営住宅等ストック総合改善事業
４．住宅確保用配慮者専用賃貸住宅改修事業

○住宅地区改良事業等
○市街地再開発事業
○優良建築物等整備事業
○住宅市街地総合整備事業
など・・・

住環境整備事業
○市街地再開発事業
○優良建築物等整備事業
○市街地総合再生施設整備
○基本計画等作成等事業
○暮らし・にぎわい再生事業
など・・・

＋ 【関連社会資本整備事業】社総金交付要綱 第６第二号イ

＋ 【効果促進事業】社総金交付要綱 第６第二号ロ
※国土交通省資料より抜粋
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1-2 社会資本整備総合交付金の事後評価制度

事後評価とは

① 事後評価の目的
・事業の成果等を客観的に診断すること。
・今後のまちづくりを適切な方向で実施すること。
・事業の成果を住民にわかりやすく説明すること。

② 事後評価の時期
・交付期間の終了年度または翌年度
・翌年度から２期計画を実施する場合は、終了年度中に実施し改善方
策等を反映

社会資本整備総合交付金交付要綱（抜粋）

第１０社会資本総合整備計画の評価
１ 地方公共団体等は、社会資本総合整備計画を作成したときは、これ
をインターネットの利用により公表するものとする。交付期間の終了
時には、社会資本総合整備計画の目標の実現状況等について評価を行
い、これをインターネットの利用により公表するとともに、国土交通
大臣に報告しなければならない。



２．社会資本総合整備計画の作成及び事業実施
並びに事後評価

2-1 社会資本総合整備計画の作成と事業実施

2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）
①整備計画概要
②市営住宅の改修計画スケジュール
③現場写真（道祖本住宅、沢良宜住宅、総持寺住宅）
④目標と整備方針と指標の関係
⑤目標数値の達成状況
⑥交付対象事業の効果の発現状況
⑦今後の方針等
⑧今後のスケジュール
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2-1 社会資本総合整備計画の作成と事業実施

市営住宅における安全で安心な住まいを⾧期間
にわたって確保するため、予防保全的な観点から
耐震改修や外壁改修、屋上防水等の修繕や改善の
計画を定め、⾧寿命化によるライフサイクルコス
トの削減と修繕等の事業量の平準化を行うことに
より、市営住宅の効率的・効果的な活用を図るこ
とを目的として、平成25年度に「茨木市営住宅⾧
寿命化計画」を策定しました。本計画において計
画改善・改修を行うこととしたものは

・住宅の耐震化

・外壁改修、屋上防水改修

・共有部分の設備改修

としており、これらの事業を社会資本整備総合交
付金を活用して実施いたしました。

○ 茨木市営住宅⾧寿命化計画について
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2-1 社会資本総合整備計画の作成と事業実施

生活環境の保全並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的とし、
交付金を充当して事業を実施するためには、整備計画の目標や評価指標、計画
期間、交付事業を記載した社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提
出する必要があります。

本市では、

１．平成25年度（平成26年3月）に「茨木市営住宅⾧寿命化計画」を策定

２．その計画に基づき、過去に「平成26年度～平成29年度まで」及び「平成
28年度～平成29年度まで」整備計画を作成し実施済み

３．さらにその後継となる下記の整備計画を作成し実施

・社会資本総合整備計画（地域住宅計画「茨木市地域」）
計画期間：平成30年度～令和4年度（計画期間7年間のうち5か年分）

・社会資本総合整備計画（地域住宅計画「茨木市地域」）
計画期間：令和5年度～令和6年度（計画期間7年間のうち2か年分）
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2-1 社会資本総合整備計画の作成と事業実施

道祖本住宅
公営住宅 ３棟
改良住宅 ７棟

さいのもと
総持寺住宅
公営住宅 ４棟

そうじじ

沢良宜住宅
公営住宅 ４棟

さわらぎ
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2-1 社会資本総合整備計画の作成と事業実施

○ 地域住宅計画における個別改善事業の内容

社会資本整備総合交付金の交付対象となる個別改善事業は、「規模増改
善」「居住性向上型」「福祉対応型」「安全性確保型」「⾧寿命化型」「脱
炭素社会対応型」「子育て世帯支援型」の類型に分けられますが、今回は
「⾧寿命化型」と「居住性向上型」の改善を実施しました。

【⾧寿命化型】 一定の居住性や安全性等が確保されており⾧期的な活用を
図るべき住棟において、耐久性の向上や、躯体の劣化の低
減、維持管理の容易性の向上の観点から予防保全的な改善
を行う。

実施事業 外壁改修工事、屋上防水改修工事

【居住性向上型】住戸規模・間取りの改善や住戸住棟設備の機能向上を行い、
居住性を向上させる。

実施事業 給水方式の変更（それに伴う給排水管の更新）



2-1 社会資本総合整備計画の作成と事業実施

○ 給水方式の変更について

【整備事業内容】
高架水槽を撤去し、ポンプを加圧給水ポンプに更新する。

【メリット】
・高架水槽での貯留滞留時間が無くなり、次亜塩素酸の揮発が少なくなり衛生的。
・高架水槽の清掃、メンテナンスの必要がなくなり、維持管理費の削減ができる。 11

高架水槽給水方式 加圧給水方式
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2-1 社会資本総合整備計画の作成と事業実施

○ 社会資本総合整備計画の変更について

新型コロナウイルス感染症に係る社会状況から、当初平成３０年度から平成３４年
度（令和４年度）までの５か年計画としていたものを、令和４年度に平成３０年度か
ら令和６年度までの７か年計画へと変更しています。

○ システム上の社会資本総合整備計画

SCMS（社会資本整備総合交付金システム）の仕組み上、７か年の計画を登録でき
ないため、整備計画は前５か年、後２か年に分けています。

○⾧寿命化計画の変更について

整備計画の変更に伴い、⾧寿命化計画においても、当初平成２６年度から平成３５
年度（令和５年度）の１０か年計画としていたものを、令和４年度に平成２６年度か
ら令和６年度の１１か年計画へと変更しています。
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）
平成30年度～令和4年度（7か年計画のうち前5か年）
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）
令和5年度～令和6年度（7か年計画のうち後2か年）
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）

●社会資本総合整備計画（地域住宅計画「茨木市地域」）
＜計画期間＞平成30年度～令和4年度（計画期間7年間のうち5か年分）

●社会資本総合整備計画（地域住宅計画「茨木市地域」）
＜計画期間＞令和5年度～令和6年度（計画期間7年間のうち2か年分）

＜計画目標＞「市営住宅ストックの効率的・効果的な活用による安全
で安心な住まいの確保」
・市営住宅のストック活用を踏まえ策定した市営住宅⾧
寿命化計画に基づき、老朽化した市営住宅ストックの
効率的かつ円滑な更新を図り、ライフサイクルコスト
の縮減に繋げる。

① 整備計画概要
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）

② 市営住宅の改修計画スケジュール



外壁改修（総持寺） 23

2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）

③ 現場写真（⾧寿命化型改善）

外壁改修（道祖本） 外壁改修（沢良宜）

外壁塗装劣化の例



屋上防水劣化の例 24

2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）

③ 現場写真（⾧寿命化型改善）

屋上防水改修（沢良宜）屋上防水改修（道祖本）

屋上防水改修（総持寺）
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）

③ 現場写真（居住性向上型改善）

ポンプ更新（道祖本）

ポンプ更新（総持寺）

ポンプ更新（沢良宜）



給排水管更新（共用部）
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）

③ 現場写真（居住性向上型改善に伴う配管の更新）

給排水管更新（共用部）

給排水管更新（住戸内）給排水管更新（住戸内）
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）

●社会資本総合整備計画（地域住宅計画「茨木市地域」）

＜計画の成果目標（定量的指標）＞

外壁・屋上防水の⾧寿命化型改善及び給排水設備の居住性向上型改善を実施した割合

＜定量的指標の定義および算定式＞

外壁・屋上防水の⾧寿命化型改善及び給排水設備の居住性向上型改善の実施率

＝（⾧寿命化型改善を実施した戸数＋居住性向上型改善を実施した戸数）÷全住宅戸数

※全住宅戸数は市営住宅の全住戸３７１戸に対して、⾧寿命化型改善の対象となる戸数３７１戸と
居住性向上型改善の対象となる戸数３７１戸を合わせて、７４２戸となります。

④ 目標と整備指針と指標の関係

※
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）

⑤ 目標数値の達成状況

●社会資本総合整備計画（地域住宅計画「茨木市地域」）
計画期間：平成30年度～令和4年度（計画期間7年間のうち5か年度分）および

令和5年度～令和6年度 （計画期間7年間のうち2か年度分）

＜定量的指標の現況値及び目標値＞

当初現況値（H30当初）⇒ 最終目標値（R6末） 最終現況値（R6末）

１５％ ※ ⇒ １００％ １００％

（107戸／742戸） （742戸／742戸） （742戸／742戸）

※Ｈ２９までで改修済み戸数：１０７戸

３住宅合計戸数：３７１戸

全住宅戸数：３７１戸×２（⾧寿命化型改善＋居住性向上型改善）＝７４２戸

当初現況値：１０７戸÷７４２戸≒１５％（小数点以下切り上げ）
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）

⑥ 交付対象事業の効果の発現状況

＜定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況＞

【⾧寿命化型改善の実施による効果の発現】
・外壁や屋上防水等の改修により⾧寿命化型改善を実施した割合
・外壁や屋上防水等の改修を実施したことにより、躯体等の耐久性が向
上し、良好な居住環境の形成が進んでいる。

【居住性向上型改善の実施による効果の発現】
・給排水設備等の改修により居住性向上型改善を実施した割合
・給排水設備等の改修を実施したことにより、水道水の貯留滞留時間が
短くなることで、より衛生的な給水ができ、良好な居住環境の形成が
進んでいる。

・副次的効果として、ポンプを及び配管を更新したことで、給水圧力が
安定し、居住性の向上が見られる。
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）

⑦ 今後の方針等

改善工事が完了した市営住宅の適切な維持保全を行い、市営住宅ストックの活
用を進めてまいります。
また、今後の入居者の高齢化に伴う住宅のバリアフリー化や公営住宅に対する

ニーズの変化への対応につきましては、住棟の老朽化や入居率の推移を踏まえた
中⾧期的な視点を持って検討を行ってまいります。
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2-2 社会資本総合整備計画の事後評価書（案）

⑧ 今後のスケジュール

○ 建設事業評価委員会の開催（令和8年2月6日）

○ 事後評価結果の国への報告（令和8年3月予定）

○ 事後評価報告書を公表（令和8年4月～）
・ホームページでの公表


